
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判官が,皆さんの職場や教室を訪問し， 

裁判員裁判に関する疑問に分かりやすくお答えしま
す ！ 
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裁判官が、皆さんの職場や教室を訪問し、 

裁判員裁判に関する疑問に分かりやすくお答えします！ 

 

Aaag 

 

対象 京都府内の学校、企業などの団体 

人数 概ね１５人以上 

日時 応相談（原則として、平日の午前１０時から午後４時までの

時間帯（１時間程度）） 

内容 １ 裁判員制度のポイント解説 

２  裁判員裁判の現在の状況に関する説明 

３  質疑応答 

裁判官による 

内容や所要時間はご相談に応じます。 

ご希望日の１か月半前までに電話でお申込みください。 

日程の関係で、ご希望に応じられない場合がありますので、 

予めご了承ください。 

         

 

裁判員制度 

出張教室 

申込先・問合せ先 

京都地方裁判所総務課広報係 

０７５－２５７－９１２３ 

（電話受付時間：午前９時から午後５時まで） 

 

         

無 料 


